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瀬棚区全地区の資源ごみの収集方法が一部変更になります。今までは、資源ごみの種類によって
「午前」と「午後」に分けていましたが、４月１日からは午前から全種類の資源ごみを収集します。

最近、衛生センター組合へゴミを直接運ぶ方が増え、同時にゴミを落とす方も
増えています。直接運ぶときは必ず荷台をロープやシートなどでしっかり固定
し、落下しないよう注意しましょう。

衛衛生センター組合へ直接ゴミを運ぶときは衛生センター組合へ直接ゴミを運ぶときは！！
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昨年４月の森林法改正により、今年４月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出
が義務付けられました。
■届出対象者／個人・法人を問わず、売買や相続等などにより森林の土地を新たに取得した方は、面積

に関わらず届出をしなければなりません。
■届出期間 ／土地の所有者となった日から９０日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をして

ください。
※詳しくは所有者となった土地がある市町村又は都道府県の林務担当までお問い合わせ下さい。

【お問い合わせ先】 本庁 産業振興課林業振興係 殺８４-５１１１
瀬棚総合支所 産業建設課農林振興係 殺８7-3１１１
大成総合支所 産業建設課農林振興係 殺4-5111

森林の所有者届出制度が４月からスタートします
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戸籍の窓口
（2月1日～2月29日届出）

この欄に掲載をしている方は、本人または
ご家族の了解を得た方のみ掲載しています。

お誕生おめでとう

○末石 桜子ちゃん（ 篤司 ） 北檜山
さくらこ

○白澤 穂香ちゃん（ 一幸 ） 都
ほ の か

おくやみ申し上げます

○中村 信夫さん (82歳）富 里

○近藤 房雄さん (86歳）二 俣

○曽野 千顯さん （95歳）丹 羽

○河田 貞子さん （85歳）北檜山

○古畑賢太郎さん （89歳）本町2区

○卒間 スギさん (101歳）本町3区

○髙橋 初江さん (96歳）西大里

○池田ゆき子さん (99歳）本町4区

○三浦 康弘さん (69歳）宮 野

○佐賀 幸子さん (88歳）久 遠

○内糸 雅晴さん (73歳） 都

○山川 真史さん (42歳）長 磯

人口と世帯

2月末現在（前月比）

（－ 9）9,474人人 口

（－9）4,465人男

（ 0）5,009人女

（－2）4,527世帯世 帯
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軽自動車軽自動車税税
納期限は

５月１日（火）です
忘れずに納めましょう

忘れないで納期限

【お問い合わせ先】本庁:総務課総務係/各総合支所:地域町民課庶務係

町内業者でリフォームすると一部助成金を交付します

※平日の夜間は、警備員が対応しますので、必ずお名前・電話番号・ご用件
をお伝えください。

４月１日から職員による日直制度を廃止します。
土・日・祝日、急用があり役場に電話をかけた場合、警備員が
電話対応をします。お名前、電話番号、ご用件を聞き、警備員か
ら担当職員に内容を連絡し、対応について折り返しお電話するこ
とになります。
ご不便をおかけしますが、ご協力よろしくお願いいたします。
■本庁0137-84-5111 または 瀬棚総合支所0137-87-3311
大成総合支所01398-4-5511へ電話願います。

■各総合支所へ電話した場合は、本庁へ電話が転送されます。
■必ずお名前・電話番号・ご用件をお伝えください。

緊急のお問緊急のお問いい
合わせ合わせはは
0137-84-5110137-84-51111
役場本庁へ役場本庁へ

担当職員担当職員にに
連絡します連絡します

町では、住環境の向上を図るため住宅のリフォームなどを行っ
た場合に助成金を交付します。この制度は、平成24年４月１日か
ら2年間、自分の所有する住宅を町内業者により、リフォームなど
を行った方に対して工事費などの一部を助成するものです。
【助成の内容】
①工事費などの20％を助成します。
②助成金の上限は20万円（下限4万円）です。
この助成金の交付を受けるには、いくつかの条件や申
請に必要な提出書類などがあります。
詳しい申請方法や対象となる工事の主なものについ
ては、回覧板または全戸配布しているチラシをご覧い
ただくか、担当者までお気軽にお問い合わせください。

４４月月

土・日・祝日の役場の連絡体制が変わります

国保病院の全面禁煙が始まります

１１日日
かか
らら

４月１日から国保病院の建物内、玄関の外、駐車場、通路など

敷地全てを禁煙とします。皆さんのご協力をお願いします。

喫煙を単なる習慣や嗜好と考
しこう

えるのではなく、「ニコチン依
存症」という病気としてとら
え、必要な治療を行います。
タバコをやめたい方！お気軽
に相談ください。

禁煙外来のお知らせ

せたな町立国保病院

【お問い合わせ先】 本庁:総務課まちづくり推進係/各総合支所:地域町民課地域生活係


